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令和５年 11 月 29 日 
内閣総理大臣 岸田文雄 殿 

要望者：旧統一教会の被害者（1 世、2 世、親族）有志一同 
宗教 2 世問題ネットワーク 

旧統一教会の財産保全等に関する与党案及び野党案の双方を可決するよう求める要望書 

はじめに 
 私たちは、旧統一教会（以下、「統一教会」といいます）の被害者有志一同です。 この度は盛山正仁文部科学大
臣が解散命令請求を出し、統一教会が宗教法人格を剥奪されるべき宗教団体であることを政府として認めてくだ
さったこと、心より深く感謝申し上げます。 今回の旧統一教会の財産保全等を踏まえた被害者救済に関する法
案につき、被害者有志一同より、以下の要望を行います。 
1. 財産保全に関する法整備について 
 今後、解散命令請求に基づく裁判が慎重に行われていく上で、速やかに教団の財産保全の手段を取らなければ、
被害者への賠償が行われなくなってしまうことが問題であると私たちは認識しています。現在、その問題に対応
するための法整備について、臨時国会で議論されています。 しかし、自由民主党・公明党・国民民主党の法案
（以下「与党案」といいます。）について、統一教会の本性を知っている私たち被害者は、残念ながら与党案だけ
では被害者救済のために極めて不十分であると認識しております。  
2. 与党案の問題点 
 与党案の問題点は、以下の 3 点です。 

1 点目、与党案においては、不動産処分前の通知義務や、財産目録などの提出回数を増やすなどの案が出てい
ます。しかし、これは、あくまで報告義務に過ぎず、正面から財産の保全を図りうるものではありません。 

2 点目、与党案が提案する外為法による対応は、まだその具体的な中身が明らかになっていませんが、対応で
きたとしても海外への資産の流出を防ぐものにすぎません。統一教会は、皆さんご承知のとおり、国内に多数の
関連団体があるため、国内でも財産隠しや、財産移転を簡単に行うことができてしまいます。悪質な献金勧誘活
動を当該関連団体を介して巧妙に行ってきたからこそ、統一教会の被害救済は今でも困難になっているのです。
この点を配慮していない点に問題があります。 

3 点目、法テラスの訴訟支援を充実させる案については、必要な措置であり、是非とも実効性を持って行って
いただきたいです。しかし、それらはあくまで被害者個人に対し自助努力が求められるものであり、財産保全と
は別の話との認識でおります。 
3. 統一教会の悪質性  
次に、統一教会の被害救済を検討する上で、統一教会という団体がどのようなことを被害者に対し行ってきた

かを知り、警戒をする必要が大いにあります。しかし、現在の与党案にはそれが欠如していると危惧します。 
まず、統一教会は、コンプライアンス宣言以降も献金等には領収書を発行せず、現在でも記録も開示しません。 

ましてや「自分の意思で献金をした」という念書を書かせ、昨年も国会で岸田総理が念書の効力を否定する答弁
をするほどの社会問題となっており、被害者が訴訟を起こすことがいかに困難であるかを今一度ご理解いただき
たく存じます。  
財産保全の法整備は、統一教会のこれまでの被害者への姿勢を見ても、必要であると考えます。昨年の痛まし

い銃撃事件以降も、解散命令請求が出た後も、統一教会は会見を開いては一方的な主張を繰り返し、被害者を被
害者と認めず、自分たちを正当化し続けています。統一教会が、被害者に寄り添う姿勢を見せることなく、統一
教会に自浄作用が見られなかったことを、私たち被害者はおろか多くの日本国民が見てきたはずです。このよう
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な団体に対し、被害者個人の自助努力に任せた前提での救済をすることは、非常に酷です。 
以上のことから、財産保全については与党案では明らかに不十分です。  

4. 野党案の問題点と指摘される点について 
立憲民主党及び日本維新の会の法案（以下「野党案」といいます。）に対して、統一教会以外の宗教団体等か

ら、信教の自由の重要性に鑑みて、健全な宗教活動に努める多くの宗教法人に不要な不安を招かないようにとの
配慮を求める声があがっています。しかし、野党案は、統一教会以外の宗教法人に適用されるものではありませ
ん。信教の自由が守られる範囲での財産保全を検討していく余地は大いにあり、それについての与党側の意見が
聞けておりません。統一教会の信教の自由は尊重されるべき重要な価値ですが、この問題は、統一教会の宗教活
動をいかに守るかだけではありません。統一教会の権利の裏には、長年、統一教会によって侵害されてきた、被
害者の信教の自由や、財産権といった数多くの人権侵害の被害が生じていることを忘れてはなりません。そして、
統一教会が犯してきた当該問題について、国が長年放置してきた事実に対して、国がどのように責任を果たして
いくかに焦点を当てる必要があると考えます。  
5. 被害者へのヒアリングの必要性  
次に、被害者へのヒアリングの回数についても、与党と野党には大きな差が生まれています。与党は、これま

で延べ１００人に７０回以上に亘りヒアリングを行ってきた野党はおろか、長年被害者救済に携わってきた全国
弁連の要望に耳を傾ける姿勢が見られません。そのような中で、与党の議論が進んでいることを遺憾に思います。 
私たちは特定の政党を支持するつもりはなく、超党派でこの問題に取り組んでいただきたいと考えております。 
与野党の意見が別れているときだからこそ、より多くの被害者へのヒアリングを行い、被害実態を理解した上で
作成された野党案は十分に尊重されるべきだと考えております。  
6. 結論 『与野党両案を成立させてほしい』 
他方で、現在、与党から出ている案は、被害者にとっての救済には全て必要な内容です。したがって、与党案

と同時に野党案の財産保全の法案両案を成立させていただきたいです。 
最後に 
私たち統一教会の被害者は、高齢であったり、幼少期からの宗教的虐待により、深いトラウマを負っており、

社会的に生活していくだけで精一杯で、余力がない場合がほとんどです。統一教会の信者を抱えた家族もそうで
す。それだけでなく、今なお抜け道を作って行われる高額献金、霊感商法、一世信者の老後破綻や、それにより
二世信者の将来が失われている問題、宗教的虐待や脱会後の精神疾患の問題など、さまざまな事情によって今も
苦しんでいる被害者が大勢います。そうした個々の被害者に対し、自助努力に委ねられるような現在の与党側の
案は、それだけでは実効的な被害者救済になるとは到底いえません。是非とも野党案を基にした正面からの財産
保全の法整備をしていただき、被害者への実効性のある救済をお願いいたします。 
統一教会は、日本の大切な家庭を破壊して崩壊させました。統一教会の被害の本質は、1 世、2 世、親族の被

害者を個別に分けて検証していても見えてきません。 1 世、2 世、親族はそれぞれが補完する関係であり、パズ
ルのピースとなっています。統一教会がどのような人権侵害を行い、どのような被害結果を生じさせたのかを検
証する必要があります。 我々は、事件を機にお互いの被害を分析し、統一教会の内情を合わせ考えた結果、財産
保全の必要性を強く感じています。与党案、野党案どれも欠けてはなりません。以上をお伝えしたく、私たちは、
1 世、2 世、親族のそれぞれの垣根を越えて一丸となって要望をさせていただきました。 

以上 


